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 日進市立小中学校 

学習用タブレット運用ガイドブック 



 日進市教育委員会では、国が推進する「GIGA スクール構想」の実現に向けて、児童生徒

にタブレットを貸し出しております。 

 タブレットは、効果的に活用すれば、個人 1人 1人に合わせた個別学習、グループ活動

で互いの考えを共有、比較する協働学習を可能にします。一方で使用上のルールに反した

り、使い方を誤ったりした場合には、重大な事件に巻き込まれるリスクも発生します。 

 ご家庭で使用される場合に、安全にタブレットを活用いただくためにも、このガイドブ

ックをお子様と一緒にお読みいただきますようお願い申し上げます。 

 なお、本ガイドブックは、日進市立小中学校の教職員にて構成される日進市情報教育研

究委員会と運用内容を協議し、発行するものです。 
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日進市教育委員会 

 

学校でのタブレット使用上のルールについては、各学校で配付された「学習者用タブレッ

トの活用ルール」の記載事項をご確認ください。 

 

① 使用場所 

 ・ 原則、学校で使用しますが、校外学習など校外に持ち出して使用することがあります。 

 ・ 校内でも先生の指示のあった場所や目的以外では使用しません。 

 ・ 緊急時など、学校が指定する日に家庭で使用することがあります。 

 

② タブレットを使うときの注意事項 

・ ぬれた手で触ったり、水筒の近くなど水分や湿気のあるところでは使ったりしません。 

・ 直射日光があたるところやストーブ近くなど高温になるところでは使いません。  

・ 持ったまま走ったり、廊下や地面に置いたりするなど破損の原因となる行為はしません。 

・ 鉛筆やペンなど先のとがったものでふれたり、落書きしたり、磁石を近づけるなどタブレットに影

響を及ぼす行為はしません。 

・ 自分のタブレットを他の人に貸したり、他の人のタブレットを使用したりしません。 

・ 正しい姿勢で、画面に近づきすぎないように注意します。 

・ ３０分に一度、遠くの景色を見るなど、ときどき目を休ませるようにします。 

 

 

 

１ はじめに 

２ 学習用タブレットの活用にあたって 



③ 保管方法・持ち運び時 

・ 学校において決められた鍵付きの充電保管庫に保管します。 

 ※ 登校して、使うときに指定の保管庫から取り出し、帰る前に指定の保管庫に戻して下校します 

・ 学校の許可なく学校外に持ち出すことはしません。 

・ タブレットを持ち帰る場合は、登下校時に使用したり、置き忘れたりしないように注意します。 

・ タブレットを入れたランドセルやバッグを投げたり、落としたりしません。 

 

④ データの取扱い・通信方法 

・ タブレットで作ったデータやインターネットなどから取り込んだデータは、学習支援システム内の

保存領域に保存し、タブレット本体には保存しません。 

・ 家庭のパソコンで学校指定のクラウドにデータをアップロードまたはダウンロードは行いません。 

・ 家庭のパソコンや USB メモリ等の記録媒体をタブレットと接続しません。 

・ 学校内で決められたものまたは家庭のもの以外の無線ネットワークには接続しません。 

 

⑤ 個人情報の取扱い 

・ 写真や動画を利用する際に、人や家、持ち物などが写るときは、勝手に撮影せず、必ず撮影する相

手や場所の許可をもらいます。 

・ 自分や他の人の個人情報（名前、住所、電話番号、顔が映った写真など）は、本人の同意にかかわ

らず、インターネット上に公開したり、他の人に送ったりしません。 

・ 無料サイトを含むインターネット上にアップロードされている写真や動画、文章は、すべてその作

者に著作権がありますので、許可なく利用しません。 

・ 自分のＩＤやパスワードは、先生と保護者以外の人に教えません。 

 

⑥ 校内で故障などトラブルが発生したとき 

・ タブレット本体やインターネットが使えなくなったり、再起動をしても元に戻らないときは、すぐ

に先生に知らせます。 

・ WEBフィルタリングソフトを使用して制限がかけられていますが、怪しいサイトに入ってしまった

ときは、すぐにタブレットの電源を切り、先生に知らせます。 

・ 破損、紛失した場合は、すぐに先生に知らせます。 

 

⑦ 家庭内でタブレットを使うときの注意事項 

・ 使う時間は、家庭でよく話し合い、長い時間使いません。 

  ※ 目安：小学生 午後８時まで、中学生 午後９時まで 

・ 紛失を防ぐため、家庭内で使う場所・置く場所を決めます。 

・ 学習を目的としない使用はしません。 

  ※ SNS で個人的な連絡を取り合う、WEB サイトにアクセスしてゲームをする等 

 



   日進市として以下のセキュリティ対策等を行っておりますが、タブレット利用をすべて制

限することや制御することは困難であるため、家庭内で利用する場合は、お子様の利用状況

についてご注意ください。 

 

① タブレットのセキュリティ対策  

・ Webフィルタリングソフトを使用し、学習に関係のないサイトや不適切なサイトなどへのアクセス

を制限しています。 

・ 使用できるアプリやアクセスできるメニューなどは、MDM（端末管理ソフト）で一括管理します。 
※ タブレットの設定、アプリのダウンロード・インストールはできません。 

・ インターネットに接続できる時間帯を制限しています（午後 9時から午前 7 時までは接続できませ

ん）。 
  ※ Safari・GoogleChrome などのブラウザアプリや YouTube などの動画視聴アプリなどのインターネットに

接続するアプリが起動できなくなります。 

・ トラブルの発生時またはトラブルの発生を未然に防ぐことを目的とし、タブレットの使用状況（ス

トレージ使用量など）、インターネットの閲覧状況及び学習支援システムの使用状況に関するログ

を取得しています。お子様が入力した文字など、活動内容に関するログは取得していません。 

・ 学習で使用する学習支援システムは、国の基準に準拠するものを使用し、日進市個人情報保護審査

会からの意見聴収に基づき、適切に運用されています。 

 

② 端末保険 

・ タブレットには、学校内・家庭内・登下校中に発生する事故（破損、盗難、紛失など）に備え、動

産総合保険に加入していますが、故意な破損や売却などは補償の対象外となります。状況によって

は、修理などにかかる費用をご家庭に負担していただくことがあります。 

・ 家庭内・登下校中に事故（破損、盗難、紛失など）が発生した場合は、すぐに学校に知らせてくだ

さい。 

 

３ 情報セキュリティ等について<保護者の皆様に> 


